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 実施事業の概要 

 事業の目的及び内容 

経済産業省では、平成２５年度より、国内の地球温暖化対策の一つとして、省エネ設備の導入や再

生可能エネルギーの活用による温室効果ガスの排出削減量等をクレジット化して国が認証する「Ｊ

－クレジット制度」を実施している。また、経済産業省が実施する個人向け新エネ機器導入補助事業

等から生じる各個人の排出削減による環境価値を取りまとめてクレジット認証を行うこととしてい

る。 

本事業は、Ｊ－クレジット制度に従い、各個人の排出削減による環境価値を取りまとめクレジット

化するものである。認証されたクレジットは、経済産業省が別途実施したクレジット売却事務の受託

事業者に対し移転事務手続きを行う。また、円滑な取りまとめ業務が実施できるよう制度参加者に対

してアンケート調査を実施するものである。 

 

 実施概要 

平成２３年度から令和元年度までの個人向け新エネ機器導入補助事業等における、個々の排出削

減量をバンドリングするためのプログラム型排出削減プロジェクトの運営・管理を行った。 

（１） 対象 

対象となるプログラム型排出削減プロジェクトと補助事業名称は表1の通り。 

表1 本事業で対象とした倶楽部と補助事業 

表1－1 グリーン・リンケージ倶楽部 

 補助事業名称 

Ｐ４３ 

太陽光発電 

平成２３年度住宅太陽光発電導入支援対策補助事業 

平成２３年度第３次補正住宅用太陽光発電導入支援復興対策基金造成事業 

平成２３年度第３次補正住宅用太陽光発電高度普及促進復興対策基金造成事業 

平成２４年度住宅用太陽光発電導入支援復興対策事業 

平成２４年度住宅用太陽光発電高度普及促進復興対策事業 

Ｐ４４ 

燃料電池 

平成２３年度民生用燃料電池導入支援補助金 

平成２３年度第３次補正民生用燃料電池導入支援補助金 

平成２４年度民生用燃料電池導入支援補助金 

平成２４年度予備費民生用燃料電池導入緊急対策事業 

Ｐ６１ 

電気自動車 

平成２３年度クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金（うち、電気自動車） 

平成２４年度クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金（うち、電気自動車） 
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表1－2 Ｊ－グリーン・リンケージ倶楽部 

倶楽部名 補助事業名称 

Ｐ１ 

太陽光発電 

平成２４年度住宅用太陽光発電高度普及促進復興対策事業 

(平成２５年４月１日以降設備導入分) 

平成２４年度住宅用太陽光発電高度普及促進復興対策事業 

(平成２５年４月１日以降設備導入分) 

平成２５年度住宅用太陽光発電導入支援復興対策事業 

Ｐ２ 

燃料電池 

平成２４年度民生用燃料電池導入緊急対策費補助金 

（平成２５年４月１日以降の設備導入分) 

平成２５年度民生用燃料電池導入支援補助金 

平成２５年度補正民生用燃料電池導入支援補助金 

平成２６年度補正民生用燃料電池導入支援補助金 

平成２８年度民生用燃料電池導入支援補助金 

平成２９年度燃料電池の利用拡大に向けたエネファーム等導入支援事業費補助金 

平成３０年度燃料電池の利用拡大に向けたエネファーム等導入支援事業費補助金 

平成３１年度燃料電池の利用拡大に向けたエネファーム等導入支援事業費補助金 

令和元年度燃料電池の利用拡大に向けたエネファーム等導入支援事業費補助金 

Ｐ３ 

電気自動車 

平成２４年度クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費 

補助金(平成２５年４月１日以降車両導入分) 

平成２５年度クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金（うち、電気自動車） 

平成２６年度クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金（うち、電気自動車） 

平成２７年度クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金（うち、電気自動車） 

平成２８年度クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金（うち、電気自動車） 

平成２９年度クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金（うち、電気自動車） 

平成３０年度クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金（うち、電気自動車） 

平成３１年度クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金（うち、電気自動車） 

令和元年度クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金（うち、電気自動車） 

 

（２） 認証を申請する期間 

今年度の認証を申請した期間は、前年度に認証を申請した期間の翌日からとなっており、表 2の

通り。 

表 2 本事業での認証を申請する期間 

表 2－1 グリーン・リンケージ倶楽部 

倶楽部名 認証を申請する期間 
太陽光発電 令和元年７月１日～令和２年６月３０日（１２ヶ月） 
燃料電池 令和元年７月１日～令和２年６月３０日（１２ヶ月） 
電気自動車 令和元年７月１日～令和２年６月３０日（１２ヶ月） 
 

表 2－2 Ｊ－グリーン・リンケージ倶楽部 

倶楽部名 認証を申請する期間 
太陽光発電 令和元年１１月１日～令和２年１０月３１日（１２ヶ月） 
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燃料電池 令和元年１１月１日～令和２年１０月３１日（１２ヶ月） 
電気自動車 令和元年１１月１日～令和２年１０月３１日（１２ヶ月） 

 

 サンプリング対象者の抽出及びモニタリング業務 

Ｊ－クレジット制度のモニタリング・算定規定及びプロジェクト計画書に基づき、層化無作為抽出

法を用いてサンプリング対象者を抽出し、モニタリングデータの提出を依頼した。収集したモニタリ

ングデータから会員全体の排出削減量を推計した。 

 

2.1 サンプリング対象者の抽出 

（１）サンプリング 
サンプリング手法に必要な有効回答数は、Ｊ－クレジット制度のモニタリング・算定規定に基づ

き下記の計算式にて求めた。母集団は各倶楽部の会員総数、母集団平均値を 90％信頼度、±10％誤

差とした。 

1
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−









≥

 

 

 

各倶楽部の母集団数及び上式により算定された必要サンプル数を表3に示す。 

表3 各倶楽部の母集団数と必要サンプル数 

倶楽部名 母集団数 必要サンプル数 

グリーン・リンケージ倶楽部（太陽光発電） 366,324 69 

グリーン・リンケージ倶楽部（燃料電池） 16,584 68 

グリーン・リンケージ倶楽部（電気自動車） 5,209 68 

Ｊ－グリーン・リンケージ倶楽部（太陽光発電） 299,305 69 

Ｊ－グリーン・リンケージ倶楽部（燃料電池） 211,572 69 

Ｊ－グリーン・リンケージ倶楽部（電気自動車） 38,923 68 

「母集団数」はサンプリング対象者抽出時点での会員数であり、CO2排出削減量の算定対象の会員数

とは異なる。 

 

（２）会員属性 

各倶楽部の会員は、 

① Ａ：前回モニタリング報告の対象となった会員 

② Ｂ１：新規に入会した会員で今回認証を申請する期間の開始日までに設備を導入した会員 

③ Ｂ２：新規に入会した会員で今回認証を申請する期間内に設備を導入した会員 

の３つの異なる属性から構成される。これらの属性に係るゆらぎを防止するため、本事業ではプロ

ジェクト計画書に従い層化無作為抽出法を用いてサンプリングを実施した。なお、層別のサンプル

数は会員数に応じた比例配分とし、母集団平均値の推定誤差の緩和を図った。 

 

n：サンプル数 

N：各倶楽部の母集団数 

k：正規分布の棄却限界値（90％信頼とし、1.65とする。） 

CI：許容誤差（90％信頼区間で許容誤差±10％とし、0.2とする。） 
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（３）層別依頼数 

昨年度の本事業におけるサンプリング依頼数及び有効回答数を参考に、今回の依頼数は太陽光の

み１０００件とし、燃料電池と電気自動車はそれぞれ７００件とした。表4に各倶楽部の層別モニ

タリング依頼数を示す。 

表4 各倶楽部のモニタリング依頼数 

表4－1 グリーン・リンケージ倶楽部 

倶楽部名 層 会員数 依頼数 

太陽光発電 

Ａ 366,324 1000 

Ｂ１ 0 0 

Ｂ２ 0 0 

合計 366,324 1000 

燃料電池 

Ａ 16,584 700 

Ｂ１ 0 0 

Ｂ２ 0 0 

合計 16,584 700 

電気自動車 

Ａ 5,209 700 

Ｂ１ 0 0 

Ｂ２ 0 0 

合計 5,209 700 

新規入会会員はなく、Ａ層会員のみで構成される。 

 

表4－2 Ｊ－グリーン・リンケージ倶楽部 

倶楽部名 層 会員数 依頼数 

太陽光発電 

Ａ 299,305 1,000 

Ｂ１ 0 0 

Ｂ２ 0 0 

合計 299,305 1,000 

燃料電池 

Ａ 189,274 626 

Ｂ１ 4,374 15 

Ｂ２ 17,924 59 

合計 211,572 700 

電気自動車 

Ａ 32,625 583 

Ｂ１ 3,432 62 

Ｂ２ 3,028 55 

合計 38,923 700 
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2.2 モニタリング 

（１）送付文書 

層化無作為抽出法で抽出した会員に対して協力依頼はがきを送付、約1週間後に下記の依頼文書

を封書にて郵送し、モニタリングを依頼した。はがき投函後、モニタリング資料送付までの間に連

絡のあった「辞退」に関してはモニタリング資料を送付しなかった。 

送付文書は、補助金受給時に十分な理解のないまま会員となった場合もあり、また設備の操作に

不慣れな高齢者も含まれることを想定し、専門的な用語は極力排除し、趣旨説明からデータの取得

方法まで図表を多用し、わかりやすい内容とすることに留意した。 

＜グリーン・リンケージ倶楽部＞ 

(あ)モニタリング調査への協力依頼（はがき） 

(い)以下の資料は封書にて送付 

① モニタリング調査へのご協力のお願い 

② 別紙１ 会員情報の確認＜最初にご確認ください＞ 

③ 別紙２ モニタリング方法とモニタリング結果の返送について 

④ 別紙３ よくあるご質問 

⑤ 別紙４ グリーン・リンケージ倶楽部会員規約 

⑥ 別紙５ グリーン・リンケージ倶楽部について 

⑦ 返送用１ モニタリングデータ返送用台紙 

⑧ 返送用２ アンケート 

⑨ 返送用３ 届出書(A)変更届、(B)状況届 

⑩ 返送用封筒（料金後納） 

 

＜J－グリーン・リンケージ倶楽部＞ 

グリーン・リンケージ倶楽部のモニタリング時と同様に進めたが、はがき到着後の辞退の電話が

非常に多かったため、協力依頼はがきを見て簡単に辞退できる印象を与えないよう文面を工夫し

た。また、太陽光発電は売電量の回答し難いことが分かったため、良い例、悪い例のサンプル図

を増やした。 

(あ)モニタリング調査への協力依頼（はがき） 

(い)以下の資料は封書にて送付 

① モニタリング調査へのご協力のお願い 

② 別紙１ 会員情報の確認＜最初にご確認ください＞ 

③ 別紙２ モニタリング調査要領 

④ 別紙３ よくあるご質問 

⑤ 別紙４ Ｊ－グリーン・リンケージ倶楽部会員規約 

⑥ 別紙５ Ｊ－グリーン・リンケージ倶楽部について 

⑦ 返送用１ モニタリングデータ返送用台紙 

⑧ 返送用２ 届出書 (A)変更届、(B)状況届 

⑨ 返送用３ アンケート 

⑩ 返送用封筒（料金後納） 
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図1 送付文書（グリーン・リンケージ倶楽部の例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）モニタリング工程 

会員の確定からモニタリングデータ返送までの日程は以下の通りである。 

表5 モニタリングの日程 

 グリーン・リンケージ倶楽部 Ｊ－グリーン・リンケージ倶楽部 

会員の確定日 令和２年６月３０日現在 令和２年１０月３１日現在 

依頼文書の発送 
はがき：令和２年６月１６日 

資料：令和２年６月２６日 

はがき：令和２年１０月２２日 

資料：令和２年１０月２７、２８日 

モニタリング期間 令和２年７月１日～７月１５日 令和２年１１月１日～１１月１５日 

データ回収期限 令和２年７月１７日 令和２年１１月１７日 

 

（３）モニタリング項目とモニタリング方法 

モニタリング項目は表6のとおりプロジェクト計画書に定められている。 

表6 モニタリング項目一覧 

対象設備 モニタリング項目 モニタリング方法 

太陽光発電 
太陽光発電システムの累積発電量 

太陽光発電システムの累積売電量 

モニター表示器の表示値を写真撮影 

メーターの表示値を写真撮影 

燃料電池 
燃料電池システムの累積発電量 

燃料電池システムの自家消費量 

モニター表示器の表示値を写真撮影 

 

電気自動車 電気自動車の走行距離 
積算走行距離計の走行距離を写真撮

影 

※設備ごとのモニタリング項目及びモニタリング方法は、グリーン・リンケージ倶楽部、Ｊ－グリーン・

リンケージ倶楽部とも共通である。 

依頼文 
別紙１ 

会員情報の確認 
別紙２ 

モニタリングの準備から 

データ提出までの流れ 別紙２ 

モニタリングの方法 
返送用３ 

(A)変更届(B)状況届 
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（４）モニタリングデータ回収 

モニタリングデータの回収方法は、郵送とホームページへの入力とした。また、協力依頼はがき

を見て、電話等にて辞退の申し出があったものも回答として受け付けた。 

グリーン・リンケージ倶楽部、Ｊ－グリーン・リンケージ倶楽部のウェブサイト（ドメイン

https://j-greenlinkage.go.jp/）を引継ぎ、会員規約および事務局情報の修正等を行った。モニタ

リングデータの回収ページは回収期間のみバナーを表示させ、期間外の提出がないようにした。モ

ニタリングデータの回答ページにパスワードを設定し、パスワードは会員に送付したモニタリング

依頼文書で通知した。会員が回答ページに必要事項を入力し画像データを添付して送信すると事務

局の専用メールアドレスに送付されるようにした。スマートフォンを有する会員はメール文を作成

することなく、比較的簡単にモニタリング結果の送信が可能であった。 
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図2 ホームページの回答画面(パソコン) 

(a)トップページ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)パスワード入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(c)モニタリングデータ入力、送信画面 

(d)アンケート入力画面（(c)と同一画面上） 

パスワードは依頼文書の「インターネットか

らの回答」に記載し、会員以外はアクセスでき

ないよう配慮した。また、回答フォームへのリ

ンクを張ったバナーはモニタリング期間中の

み表示させて、誤入力を防いだ。 

パスワード入力画面へ移動 

パスワード入力後モニタリング

データ送信画面に移動 
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図3 ホームページの回答画面(スマートフォン) 

(a)トップページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(ｃ)モニタリングデータ送信、入力画面 

(ｄ)アンケート入力画面 

（(c)と同一画面上） 

パスワード入力

画面へ移動 

(b)パスワード入力画面 

モニタリングデータ

送信画面に移動 
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（５）モニタリングデータの回収結果 
モニタリングデータの回収数及び有効回答数は表7の通りである。今年度は、協力依頼はがき到

着後からモニタリング資料送付までに電話等で辞退の申し出があった会員は抽出数から削除して

依頼数とした。前回、Ｊ－グリーン・リンケージ倶楽部のモニタリング依頼で実施した被災地の会

員に対する対応は特に大きな被害がなかったため行わなかった。グリーン・リンケージ倶楽部、Ｊ

－グリーン・リンケージ倶楽部共に前回の有効回答数を上回っており、モニタリング資料送付前に

送付した案内ハガキの効果によると考えられる。 

表7 モニタリングデータの回収数及び有効回答数 

表7－1 グリーン・リンケージ倶楽部 

 
はがき/封書

依頼数 

回収数※1 有効回答数※2 前回 

有効回答数/ 

依頼数（※2） 郵送 Web 
計 

（回収率） 
郵送 Web 

計 

(有効回答率) 

太陽光発

電 
1000/954 259 139 

398 

(39.8%) 
113 55 

168 

(17.6%) 

88/700 

(12.6%) 

燃料電池 700/662 218 120 
338 

(48.3%) 
83 39 

122 

(18.4%) 

105/700 

(15.0%) 

電気自動

車 
700/655 234 166 

400 

(57.1%) 
158 61 

219 

(33.4%) 

156/700 

(22.3%) 

計 2400/2271 711 425 1136 354 155 509 349/2,100 

 

表7－2 Ｊ－グリーン・リンケージ倶楽部 

 
はがき/封書依

頼数 

回収数※1 有効回答数※2 前回 

有効回答数/ 

依頼数（※2） 郵送 Web 
計 

（回収率） 
郵送 Web 

計 

(有効回答率) 

太陽光発

電 
1000/946 204 231 

435 

(43.5%) 
100 104 

204 

(21.6%) 

70/679 

(10.3%) 

燃料電池 700/668 210 153 
363 

(51.9%) 
128 109 

237 

(35.5%) 

124/694 

(17.9%) 

電気自動

車 
700/657 242 179 

421 

(60.1%) 
185 145 

330 

(50.2%) 

213/700 

(30.4%) 

計 2400/2271 656 563 1219 413 358 771 407/2073 

※1：回収率は回収数計/はがき依頼数から算出 ※2：有効回答率は有効回答数/封書依頼数から算出 

 

2.3 原単位の算定 

原単位は、プロジェクト計画書に従い算定した（表8）。今年度の各倶楽部の原単位は表9のとおり

である。 

表8 プロジェクト計画書における原単位の算定方法 

倶楽部名 算定原単位 原単位算定方法 

太陽光発電 

単位設備容量に対する１日あ

たりの発電量 

発電量原単位(kWh/kW/d) 

＝累積発電量(kWh)÷設備容量(kW)÷稼働日数(d) 

単位設備容量に対する１日あ

たりの売電量 

売電量原単位(kWh/kW/d) 

＝累積売電量(kWh)÷設備容量(kW)÷稼働日数(d) 

燃料電池 単位設備容量に対する１日あ 発電量原単位(kWh/W/d) 
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たりの発電量 ＝累積発電量(kWh)÷設備容量(W)÷稼働日数(d) 

電気自動車 １日あたりの走行距離 
走行量原単位(km/d) 

＝累積走行距離(km)÷稼働日数(d) 

 

表9 原単位 

表9－1 グリーン・リンケージ倶楽部 

 原単位 前回原単位 

太陽光発電 
発電量(kWh/kW/d) 3.193 3.199 

売電量(kWh/kW/d) 2.192 2.280 

燃料電池（kWh/W/d） 0.009449 0.009095 

電気自動車 (km/d） 20.259 21.822 

 

表9－2 Ｊ－グリーン・リンケージ倶楽部 

 原単位 前回原単位 

太陽光発電 
発電量(kWh/kW/d) 3.143 3.185 

売電量(kWh/kW/d) 2.265 2.212 

燃料電池（kWh/W/d） 0.010329 0.010989 

電気自動車 (km/d） 30.761 29.528 
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 モニタリング報告書の作成及び認証委員会への申請 

回収したモニタリングデータから原単位を算出し、各会員のCO2排出削減量を算定した。 

  モニタリング報告書の作成 

（１）CO2排出削減量算定に必要な活動量の設定 

プロジェクト計画書に従い、原単位に各会員の設備容量及び活動日数を乗じ、各会員の活動量を

算定した。 

表10 活動量と算定方法 

 活動量 算定方法 

太陽光発電 
累積発電量 (kWh) 発電原単位(kWh/kW/d)×設備容量(kW)×累計日数(d) 

累積売電量 (kWh) 売電原単位(kWh/kW/d)×設備容量(kW)×累計日数(d) 

燃料電池 累積発電量 (kWh) 発電原単位(kWh/W/d)×設備容量(W)×累計日数(d) 

電気自動車 累積消費電力量 (kWh) 
走行距離原単位(km/d)×累計日数(d)÷電力消費効率

(km/kWh) 

 

（２）CO2排出削減量算定対象となる母集団の確定 

CO2削減量の算定対象となる母集団は、下記に従い確定させた。 

① 補助金執行団体より新規の設備導入者リストを入手し、新規会員を追加した。 

② 補助金執行団体より設備処分者リストを入手し、該当会員を退会とした。 

③ 事前の案内はがきまたはモニタリング依頼書が転居先不明等で返送された会員を退会とした。 

④ モニタリングの回答で設備の増設、設備の処分の申告があった会員を退会とした。 

⑤ Ｊ－クレジット制度事務局により神戸市のプロジェクトと重複が確認された会員を退会とした。

また、札幌市のプロジェクトと重複が確認された会員は札幌市で退会としたため、当プロジェ

クトでは継続とした。 

 

（３）CO2排出削減量の算定及びモニタリング報告書の作成 

プロジェクト計画書に従いCO2排出削減量を算定した。算定に当り4.1 会員の管理に従い、設備

を処分した会員の推計をもとに排出削減活動リストを作成し、排出削減量の算定を行った。 

表11 CO2排出削減量 

表11－1 グリーン・リンケージ倶楽部 

 

ベースライン排出

量 

（kg-CO2） 

事業実施後排

出量 

（kg-CO2） 

CO2排出削減量 

（kg-CO2） 

クレジット 

認証量(t-CO2) 

太陽光発電 397,617,326.6 0 397,458,045 397,458 

燃料電池 37,928,518 26,413,301.6 11,507,233 11,507 

電気自動車 2,666,315.2 1,235,115.0 1,430,627 904 

 

表11－2 Ｊ－グリーン・リンケージ倶楽部 

 

ベースライン排出

量 

（kg-CO2） 

事業実施後排出

量 

（kg-CO2） 

CO2排出削減量 

（kg-CO2） 

クレジット 

認証量(t-

CO2) 
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燃料電池 331,533,913.0 211,056,326.8 120,389,766 120,375 

電気自動車 57,334,678.6 26,284,201.2 31,031,634 27,639 

 

  認証委員会への申請 

（１）プロジェクトの計画変更、認証申請 

クレジット認証に係る申請について、表12のとおり実施した。今年度は全プロジェクトで運営・

管理者を変更した。 

 

表12 認証申請及びプロジェクトの計画変更の概要 

表12－1 グリーン・リンケージ倶楽部 

 申請 変更内容 認証委員会 

太陽光発電 認証 運営・管理者の変更 第４４回 

燃料電池 認証 運営・管理者の変更 第４４回 

電気自動車 認証 運営・管理者の変更 第４４回 

 

表12－2 Ｊ－グリーン・リンケージ倶楽部 

 申請 変更内容 認証委員会 

太陽光発電 認証 運営・管理者の変更 第４４回 

燃料電池 認証 運営・管理者の変更 第４４回 

電気自動車 認証 運営・管理者の変更 第４４回 

 

（２）審査対応 

モニタリング報告書及びプロジェクト変更届について、審査機関による審査を受けた。審査機関

を複数検討したが、今年度対応可能な審査機関は一般社団法人日本能率協会しかないため、グリー

ン・リンケージ倶楽部、Ｊ－グリーン・リンケージ倶楽部ともに一般社団法人日本能率協会に依頼

した。 

審査に提出した資料は下記のとおりである。 

＜各倶楽部の運営・管理に係る資料＞ 

・補助金執行団体から提供を受ける会員情報の電子媒体 

・会員規約 

・導入設備の仕様に係る資料 

＜CO2排出削減量ダブルカウント防止に係る資料＞ 

・Ｊ－クレジット制度事務局による重複会員のリスト 

＜サンプル対象者の抽出、モニタリングに係る資料＞ 

・モニタリング依頼はがき、モニタリング資料一式 

・モニタリング対象者抽出までのプロセスを示した資料 

・モニタリングで取得したデータ（会員から郵送された紙媒体及びＷＥＢで入力した証憑） 

＜CO2排出削減量算定に係る資料＞ 

・モニタリング結果集計シート 

・データベースの仕様書 
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＜CO2排出削減量補正に係る資料＞ 

・モニタリング対象者から提出された状況届 

書類作成及び審査において参照したＪ－クレジット制度文章は表13のとおりである。 

 

 

 

表13 参照した制度文章（規定類） 

文書名 Ver. 

・実施要綱 4.1 

・実施規定（プロジェクト実施者向け） 4.2 

・モニタリング・算定規定（排出削減プロジェクト用） 

・モニタリング・算定規定（排出削減プロジェクト用別冊） 

3.8 

1.0 

・方法論 

 ・EN-R-002 太陽光発電設備の導入（再生可能エネルギー） 

・EN-S-007 コージェネレーションの導入（省エネルギー） 

 ・EN-S-012 電気自動車の導入（省エネルギー） 

 

1.3 

1.3 

1.1 

 

（３）クレジット認証申請 

審査終了後、Ｊ－クレジット制度事務局に対して認証申請した。 

表14 認証されたクレジット量 

表14－1 グリーン・リンケージ倶楽部 

倶楽部名 認証対象期間 
認証量 

（t-CO2） 
クレジット種別 

太陽光発電 
令和元年７月１日～令和２年６月３０日 

(12.0ヶ月) 
397,458 

再エネ 

（860,644MWh） 

燃料電池 
令和元年７月１日～令和２年６月３０日 

(12.0ヶ月) 
11,507 省エネ 

電気自動車 
令和元年７月１日～令和２年６月３０日 

(12.0ヶ月) 
904 省エネ 

 

表14－2 Ｊ－グリーン・リンケージ倶楽部 

倶楽部名 認証対象期間 
認証量 

（t-CO2） 
クレジット種別 

太陽光発電 
令和元年１１月１日～令和２年１０月３１日 

(12.0ヶ月) 
取り下げ※1 

再エネ 

（MWh） 

燃料電池 
令和元年１１月１日～令和２年１０月３１日 

(12.0ヶ月) 
120,375 省エネ 

電気自動車 
令和元年１１月１日～令和２年１０月３１日 

(12.0ヶ月) 
27,639 省エネ 

※１ 委員会に掛けず取り下げとした。 

 

  プロジェクト変更事項 

本事業の遂行にあたり、昨年度から変更を行った事項は以下の通りである。 

（１） 依頼文書の送付先 

前年度からの申し送りにより会員情報に申請者住所と設置先住所を持つ太陽光発電と燃料電池
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は案内ハガキおよびモニタリング資料を設置先住所に郵送した。 

グリーンリンケージのモニタリング調査では事前の案内ハガキに戻り先の住所が未記載だった

ため、案内ハガキでの不達はなく、モニタリング資料の送付後に不達が判明した。また燃料電池で

は不達が73件と他よりも多かったため原因を調べたところ設置先住所の郵便番号が59件間違って

いることがわかった。この59件については不達であるが、住所変更かどうかの判断が出来ない為、

退会とせず継続扱いとした。 

案内ハガキ到着後より主に電話での辞退が相当数あり、モニタリング資料は間に合う範囲で辞退

者を除いて発送した。回答率は有効、無効含めた数を抽出数で除して求めた。有効回答率は有効数

をモニタリング資料送付数で除して求めた。 
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 各倶楽部の運営・管理 

  会員の管理 

会員情報を格納したデータベースへグリーン・リンケージ倶楽部、Ｊ－グリーン・リンケージ倶楽

部の会員情報の追加及び更新を行った。 

 

（１） 会員情報の入手 

今年度の新規会員及び財産処分者リストは太陽光および燃料電池については補助金執行団体か

ら経済産業省を経由して入手し、電気自動車については直接補助金執行団体から入手した。財産処

分者リストおよびモニタリングでの財産処分、居所不明、重複等で退会が確定した会員数を表15に

示す。 

表15 財産処分等で退会となった会員数 

 太陽光発電 燃料電池 電気自動車 

グリーン・リンケージ倶楽部 95 41 149 

Ｊ－グリーン・リンケージ倶楽部 74 275 763 

（２） 重複会員 

Ｊ－クレジット制度の他の削減活動との重複参加の確認はＪ－クレジット制度の規定に従いＪ

－クレジット制度事務局に依頼した。J-グリーリンケージ倶楽部の燃料電池で神戸市と243件の重複が

あり退会処理を行った。また、札幌市と23件の重複があったが、協議の結果札幌市が退会処理すること

になったため、J-グリーリンケージ倶楽部は継続とした。 

表16 重複が確認された会員数 

 太陽光発電 燃料電池 電気自動車 

グリーン・リンケージ倶楽部 0 0 0 

Ｊ－グリーン・リンケージ倶楽部 0 243＋23 0 

（３） 個人情報の管理 

個人情報が格納されている会員データベース及び会員情報を含む削減活動リスト、モニタリング

結果集計シート等のファイルは、『経済産業省情報セキュリティポリシー』、『経済産業省情報セキュ

リティ対策基準』、『政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群』に従い厳格に管理した。

また、運営・管理者としての独自の対策として、以下のような対応を実施した。 

①  本事業に使用するデータはすべて専用外付け記憶媒体に格納する。 

②  専用外付け記憶媒体はネットワークに接続されていない特定のパソコンを使用し、パソコンの起

動時にユーザーID、パスワードを入力する。 

③ ウイルス対策ソフトは週に1回更新を行う。更新の際はネットワークに接続するため専用外付け記

憶媒体をパソコンと接続しない。更新後はネットワークが遮断されていることを確認した後、専

用外付け記憶媒体をパソコンと接続する 

④ ファイルのパスワードは 10 桁のランダムなものとし、アルファベット、数字を組合わせ、アル

ファベットは大文字と小文字を組合せたものとする。 
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（４） 会員規約 

グリーン・リンケージ倶楽部、Ｊ－グリーン・リンケージ倶楽部の規約第９条２に（４）項を追

加し、第11条を修正した。 

表17 会員規約の修正点 

 修正前 修正後 

第９条 ２に 

（４）項を追加 

GL、J-GL全規約 

 （４）補助対象システムの導入から８

年間を経過し、有効期間が延長された

後、会員から退会の届出があった場合 

第11条の修正 

J-GL太陽光 

補助対象システムの導入から８年間

とする。第９条に該当する場合と本倶

楽部の存続期限とする令和１２年３

月３１日 

補助対象システムの導入から１６年

間とする。第９条に該当する場合と本

倶楽部の存続期限とする令和１３年

３月３１日 

第11条の修正 

J-GL燃料電池 

J-GL電気自動

車 

会員資格の有効期間は、補助対象シス

テムの導入から８年間とする。第９条

に該当する場合と本倶楽部の存続期

限とする令和１２年３月３１日以降

は有効期間内にあっても会員資格を

喪失する。 

会員資格の有効期間は、補助対象シ

ステムの導入から８年間とする。ただ

し、Ｊ－クレジット実施規程に基づ

き、事務局が引き続き排出削減が見込

まれると認める場合は、８年間有効期

間を延長するものとする。 

２ 第９条に該当する場合及び本倶楽

部の存続期限とする令和１３年３月

３１日以降は、前項の規定に関わら

ず、有効期間内にあっても会員資格を

喪失する。 

第11条の修正 

GL太陽光 

Ｊ-クレジット制度への移行に伴い、

会員資格の有効期間は令和３年３月

３１日までとする。 

会員資格の有効期間は、第９条の規定

に基づき会員資格を喪失する場合を

除き、令和１１年３月３１日までとす

る 

第11条の修正 

GL燃料電池 

GL電気自動車 

Ｊ－クレジット制度への移行に伴い、

会員資格の有効期間は令和３年３月

３１日までとする。 

Ｊ－クレジット制度への移行に伴い、

会員資格の有効期間は令和３年３月

３１日までとする。ただし、Ｊ－クレ

ジット実施規程に基づき、事務局が引

き続き排出削減が見込まれると認め

る場合は、８年間有効期間を延長する

ものとする。 

２ 第９条に該当する場合及び本倶楽

部の存続期限とする令和１２年３月

３１日以降は、前項の規程に関わら

ず、会員資格を喪失する。 
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（５） 処分制限期間後の会員 

倶楽部の運営は補助金執行団体より入手した会員情報に従うが、補助金の処分制限期間を過ぎた

場合は会員の設備情報を補助金執行団体から得ることが出来ない。昨年度と同様に本年度もモニタ

リングデータの収集時に処分制限期間後の設備の稼働状況を収集した。 

モニタリングデータの依頼文で会員情報を確認し、異動がある場合には届出書（A）変更届、（B）

状況届（図 4）で事務局に届け出る体制を整えた。また、モニタリング調査の依頼文書は転送不要

郵送として送付し、郵便が不達となった会員は設備が売却、廃棄された可能性が考えられるため、

退会者として扱うこととした。 

図4 会員情報の確認と変更届・状況届 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）災害の影響 

今年度は考慮しなかった。 

 

（７）排出削減量の補正 

下記の通り、電気自動車のみ財産処分制限期間の満了後に設備を処分した会員数を推計し、排

出削減量の補正を行った。 

 

① 会員一人当たりの平均排出削減量 

平均排出削減量（参考）＝ 補正前排出削減量 ÷ 会員数 

 

② 財産処分会員数の推計 

処分率 ＝ 財産処分を届出た会員数 ÷ モニタリング報告回収数 
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想定財産処分会員数（参考）＝ 処分率 × 会員数 

 

③ 排出削減量の補正 

補正排出削減量 ＝ 補正前排出削減量×（１－処分率） 
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表 21 財産処分者の推計と排出削減量の補正 

表 21-1 グリーン・リンケージ倶楽部 

①会員一人当たりの平均排出削減量 

 
補正前排出削減量 

① 

(kg-CO2) 

実績報告会員数 

② 

  

平均排出削減量 

③ 

(kg-CO2)  

 

電気自動車 1,430,627 5,060 282  

②モニタリング報告から財産処分会員を推計 

  

モニタリング報告 

による処分数 

④ 

モニタリング報告 

回収数 

⑤ 

財産処分率 

⑥＝④/⑤ 

想定財産処分会員数 

⑦(参考） 

電気自動車 147 400 36.75% 1,859.55 

③ 排出削減量の補正 

  

補正前排出削減量 

① 

 (kg-CO2) 

財産処分率 

⑥ 

削減量の補正 

⑧＝１- ⑥ 

補正排出削減量 

①－⑩ 

(kg-CO2) 

電気自動車 1,430,627 0.3675 0.6325 904,872 

 

 

表 21-2 Ｊ－グリーン・リンケージ倶楽部 

①会員一人当たりの平均排出削減量 

  

補正前排出削減量 

① 

(kg-CO2) 

実績報告会員数 

② 

  

平均排出削減量 

③(参考） 

(kg-CO2)  

電気自動車 31,031,634 38,160 812  

 

②モニタリング報告から財産処分会員を推計 

  

モニタリング報告によ

る処分数 

④ 

モニタリング報告

回収数 

⑤ 

財産処分率 

⑥＝④/⑤ 

想定財産処分会員数 

⑦(参考） 

電気自動車 46 421 10.93% 4169.50 

 

⑤排出削減量の補正 

  

補正前排出削減量 

① 

 (kg-CO2) 

財産処分率 

⑥ 

削減量の補正 

⑧＝１- ⑥ 

補正排出削減量 

①－⑩ 

(kg-CO2) 

電気自動車 31031634 0.1093 0.8907 27,639,876 

4.2 事務局の運営 

（１） 事務局の告知 

グリーン・リンケージ倶楽部、Ｊ－グリーン・リンケージ倶楽部の専用ホームページ 

（https://j-greenlinkage.go.jp/）を継承した。倶楽部の概要や趣旨、過去の認証結果、Ｊ－ク
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レジット制度の概要等を周知した。 

また、事務局の連絡先として専用の電話番号とメールアドレスを掲載し、各種の問合せに対応し

た。 

サイトマップ 

①ホーム 新着情報／モニタリング結果入力ページの入り口 
②Ｊ－クレジット制度の説明 
③グリーン・リンケージ倶楽部／Ｊ－グリーン・リンケージ倶楽部の説明 
④過去の認証結果 

⑤お問い合わせ 
 

図５ ホームページ上の事務局の案内 

 

（２） 問合せ対応 

事務局専用の電話番号とメールアドレスを設定、これら連絡先を事務局のホームページに掲載し

た。また、モニタリングの事前案内としてモニタリング資料送付前に案内はがきを送付し会員から

の各種問合せに対応した。 
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主な問合せ内容としては、主にモニタリングの辞退依頼であり、付随してグリーン・リンケージ

倶楽部、Ｊ－グリーン・リンケージ倶楽部について、モニタリングデータの取得方法についての質

問があった。説明はホームページやモニタリング依頼文書のパンフレットを手元に用意し丁寧な対

応を心掛けた。モニタリング期間を過ぎてからの問合せについては電気自動車の補助金に関する問

い合わせがほとんどで補助金執行団体の連絡先を案内した。 
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 アンケート調査 

モニタリングデータの依頼時にアンケートを同封し、モニタリング調査の運営に対する意見・感想

や会員の意識等について調査を実施した。 

  調査概要 

本事業におけるモニタリング対象者に対してモニタリング依頼文とともにアンケートを送付し、

モニタリング結果と同時に回収した。アンケートから得られた意見、要望等は今後の本事業運営の改

善を図るための参考にする。 

 

  調査結果 

（１）アンケート回収実績 

各倶楽部のアンケート回収実績は表22のとおりである。 

なおアンケートにはモニタリングデータの回答期限後の回答及びモニタリングを辞退した会員の

回答も含めた。 

 

表22 アンケート回収結果 

表22－1 グリーン・リンケージ倶楽部 

 依頼数 

回答数 前回 

郵送 Web 
計 

（回答率） 
回答数/依頼数 回答率 

太陽光発電 1000 210 76 
286 

（28.6％） 
159/700 22.7% 

燃料電池 700 202 72 
274 

（39.1％） 
224/700 32.0% 

電気自動車 700 210 72 
282 

（40.3％） 
232/700 33.1% 

全体 2,400 622 220 
842 

（35.1％） 
615/2,100 29.2% 

 

 

 

表22－2 Ｊ－グリーン・リンケージ倶楽部 

 依頼数 

回答数 前回 

郵送 Web 
計 

（回答率） 
回答数/依頼数 回答率 

太陽光発電 1000 202 150 
352 

（35.2％） 
124/679 18.3% 

燃料電池 700 179 135 
314 

（44.9％） 
181/694 26.1% 

電気自動車 700 213 154 
367 

（52.4％） 
251/700 35.9% 

全体 2,400 594 439 
1033 

（43.0％） 
556/2,073 26.8% 
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（２）アンケートの集計 

【設問１】グリーン・リンケージ倶楽部、又はＪ－グリーン・リンケージ倶楽部の会員であることは、

次の何でお知りになりましたか。 

選択肢 

1 設置業者からの説明（電気自動車は設置業者ではなく販売業者とした） 

2 補助金執行団体の説明資料 

3 本資料で初めて知った 

4 その他（自由記述欄） 

 

集計結果は以下の通り。 

≪グリーン・リンケージ倶楽部≫ 

〇太陽光発電(n=286) 

 ≪J－グリーン・リンケージ倶楽部≫ 

〇太陽光発電(n=352) 

 

 

 

〇燃料電池(n=274)  〇燃料電池(n=314) 
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〇電気自動車(n=282)  〇電気自動車(n=367) 

 

 

 

太陽光発電・燃料電池・電気自動車のいずれにおいても、「本資料で初めて知った」を選択した会員

が多くを占めた。太陽光発電・燃料電池については「販売業者からの説明」が多く購入時に説明を受

けており、電気自動車については購入時よりも「補助金執行団体からの説明」が多い結果となった。 

 

【設問２】モニタリングの日程についてお伺いします 

選択肢 

1 長い 

2 ちょうど良い 

3 短い 

データ取得期間を１５日間、返送締切をデータ取得期間終了後２日目とした。 

集計結果は以下の通り。 

 

≪グリーン・リンケージ倶楽部≫ 

〇太陽光発電(n=271) 〇燃料電池(n=422) 〇電気自動車(n=265) 
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≪Ｊ－グリーン・リンケージ倶楽部≫ 

〇太陽光発電(n=332) 〇燃料電池(n=301) 〇電気自動車(n=358) 

 

モニタリング期間は、各倶楽部とも「ちょうど良い」を選択した会員が大多数で適切と判断できる。 

 

【設問３】モニタリングの依頼全般についてお伺いします（複数回答可） 

選択肢 

1 資料の説明内容はわかりやすかった 

2 排出削減活動に参加できてよかった 

3 モニタリング依頼の可能性があることを知っていた 

4 グリーン・リンケージ倶楽部・Ｊ－グリーン・リンケージ倶楽部に入会した認

識がなかった 

5 モニターの慣れない操作は負担だった 

6 資料の説明内容がわかりにくい 

7 Ｊ－クレジット制度がわからない 

8 モニタリングの結果を知りたい 

9 インターネットを使ったモニタリングデータの送信は便利だった 

 

Ｊ－クレジット制度、モニタリング依頼文、機械の操作等について会員の意見を求めた。 
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≪グリーン・リンケージ倶楽部≫（複数回答） 

 
≪J－グリーン・リンケージ倶楽部≫（複数回答） 

 

 

倶楽部ごとの回答に大きな差異は見られない。 

「入会した認識がなかった」が最も多く、【設問１】でも「グリーン・リンケージ倶楽部、又はＪ

－グリーン・リンケージ倶楽部の会員であること本資料で知った」が最も多い。 
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これは補助金申請段階での案内が不十分と考えられ、補助金申請する際、設置会社又はディー

ラー等が説明をしていると思われるが、申請者が理解していない、あるいは覚えていないことに

起因していると考える。設置会社又はディーラー等から全般の説明をしても記憶に残りにくいと

思われるので、モニタリング依頼があることのみに絞った伝え方でも良いかもしれない。 

依頼文書については、「わかりやすかった」という回答が多くある一方で「分かりにくい」との

回答もあり、文章で説明せず、図やイラストを多用するなど、読まなくとも理解できるようにす

ることが望ましいと考える。 

排出削減に参加できたことに理解を示す回答とモニタリング結果を知りたいとの回答は、本倶

楽部の活動に関心を示している表れと思われ、ホームページでの周知を継続する必要がある。 

更に、ホームページを閲覧できない会員も多くいるので、はがきで結果を知らせるなどの措置

が必要である。 

「Ｊ－クレジット制度がわからない」との回答に対しては、Ｊ-グリーンリンケージ倶楽部の

ホームぺージでＪ－クレジット制度の説明を充実させると共に、より簡潔な説明についても考え

る必要がある。 

 

   設問３では自由記述欄を設け、本事業に対する意見や要望の記入を依頼した。 

頂いたご意見は４つに分類して整理した。 

分類１：１．CO2排出削減活動の認知度に関するご意見 

分類２：２．グリーン・リンケージ倶楽部、Ｊ－グリーン・リンケージ倶楽部の趣旨に関するご意見 

分類３：３．データ取得に関するご意見 

分類４：４．その他 

 

分類１：１．CO2 排出削減活動の認知度に関するご意見の総括 

CO2排出削減活動の認知度に関して、「よくわからない」、「知らなかった」、「突然で戸惑った」と説

明不足を示唆するご意見があった一方で、「普及してほしい」、「活動結果が知りたい」など前向きなご

意見もいただいた。現在のモニタリング活動では突然モニタリング調査の依頼を受ける訳で「突然で

戸惑った」となるのは当然と考えられる。 

認知度を上げるには、入会時および継続時に分けて対応が必要と考えられる。例えば、入会時に現状では

設備業者やディーラーに説明いただいているが、詳細を説明いただくには限界がある。入会時に会員番号

（会員証）の発行をWebページから行い、申請書に会員番号を記載する等で入会を認識いただくことも一案

である。継続時の対応としては毎年の活動結果をHPで公開するだけでなく、メール、郵送でプッシュす

る。申請時にメールまたは郵送希望を確認しておくことで手続きおよび経費の削減を図る。 

 

分類２：２．グリーン・リンケージ倶楽部、Ｊ－グリーン・リンケージ倶楽部の趣旨に関するご意見 

倶楽部の主旨に関するご意見の件数は他の分類に比べて多くないが、大方は賛同頂けている。否定的なご

意見も分類１と同様にほとんどが説明不足である。現時点で仕組みの変更は難しいが、新たな制度を創設す

る際には、入会時に業者さんやディーラーさんに完全に頼るのではない仕組みを構築する必要がある。 

賛同される理由として環境を守りたい、その一助となりたいなど、本制度の主旨が理解されていると思わ

れる。 

 

分類３：３．データ取得に関するご意見 
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好意的なご意見もわずかにあるが、ほとんどはモニタリング実施の際の課題であり、特に別紙１の

間違いは多くの会員の方から指摘を受けた。 

モニタリングに回答できない理由として、「やればできるが手間である」と高齢やデジタル機器の扱

いに疎いなどで「やろうとしてもできない]、もともと「累積表示機能がない」の３つに大別できる。 

パスワードなど資料に記載あるが見逃している。それぞれきめ細かく対応しながら一見してわかるよ

うシンプルな構成が求められている。一案として、会員のレベルを想定し、モニタリング資料はWeb回

答用と郵送用にはっきりと分ける。Web用はシンプルに郵送用は丁寧に案内することでそれぞれのレベ

ルにあった資料となる。 

「累積表示機能がない」に関しては、累積表示できない機種もある程度把握できているため、累積

表示不可のモニタリング資料を作成し分けて発送するなどの対応が必要。 

被災者にアンケートを求める国の配慮に驚かされるとある。送信前に被災者を抽出するのは難しい

が昨年度のようにその旨をあいさつ文に含めるなど何らかの配慮は必要。 

 

分類４：４．その他 

その他のご意見は更に「協力的なコメント」、「一般的な要望」および「その他」に分類した。 

一般的な要望として、電気自動車関連（追加の補助金、バッテリー、充電スポット）の要望に関す

るコメントが多かった。 
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分類１：１．CO2排出削減活動の認知度に関するご意見の総括 
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分類２：２．グリーン・リンケージ倶楽部、Ｊ－グリーン・リンケージ倶楽部の趣旨に関するご意見 

  

 

  



 32 

分類３：３．データ取得に関する意見   
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- 1 - 

 

- 2 - 
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分類４：４．その他 
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６．来年度に向けた検討事項 

①モニタリング依頼数について 

今年度のモニター調査においては太陽光、燃料電池、電気自動車をそれぞれ1000件、700件、700件

づつ抽出を行い、モニタリング資料送付前にハガキにて事前のお知らせを行った。回収率は前年度に

比べ向上したため、事前の案内をすれば、この件数で十分と思われる。 

 

②太陽光はモニター表示に限定する 

太陽光では発電量と売電量が必要となる。モニターで売電量が表示されない機器があるため、有効

回答数が減ってしまう。今年度はメータで売電表示のあるものも回答を受け付けたが、設置から年数

を経てメータが1周りしている場合があることがわかった。次年度はメーター表示は受け付けず、モ

ニターに絞った方が良い。 

 

④ お知らせハガキについて 

ハガキ到着後より電話による問い合わせが急増する。主に辞退の連絡でモニタリング資料送付まで

に受け付けたものは資料を発送しない。今年度は回答数、アンケートとも前年よりアップしており、

事前のお知らせハガキは有効であると考えられ、継続するのが好ましい。 

 

⑤燃料電池の廃棄率のデフォルト値の対応について 

 方法論EN-S-007 Ver.1.3で変更のあった廃棄率は既存AccessDBの統計処理では反映されていないの

で対応が必要。 

 

⑤二重認証の確認について 

 今年度は神戸市から重複確認があり、J-クレジット事務局にデータを送って重複確認をしてもらい、

退会処理を行った。また、能率協会の検査後、確定した会員情報をJ-クレジット事務局にて重複確認

してもらった所、札幌市と重複のあることがわかった。札幌市とは協議の結果、札幌市側で退会処理

を行うこととなった。検査後の重複チェックで重複が見つかった場合データ修正が必要になるので、

できれば検査前に重複チェックを行うのが好ましい。 

 

以上 
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